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チャレンジ鹿児島労働局（２３年１２月） 

鹿 児 島 労 働 局 

〒892-0816 鹿児島市山下町 13－21 

℡ ０９９－２２３－８２７５ 

URL http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 

 

１１月の有効求人倍率は 0.６０倍で、 

前月を０．０１ポイント上回る 
鹿児島県の 11 月の有効求人倍率（季節調整値）は 0.60 倍となり、前月（0.59 倍）を 0.01 ポイント上回りまし

た。 

 新規求人倍率（季節調整値）は 0.97 倍となり、前月（0.94 倍）を 0.03 ポイント上回りました。 

 新規求人数は前年同月比 11.2％の増となり、22 ヶ月連続の増加となりました。 

 産業別では、建設業（28.0％増）は 22 ヶ月連続の増加、製造業（3.8％増）は 2 ヶ月連続の増加、運輸業、郵

便業（22.9％増）は再び増加、卸売業、小売業（10.1％増）は 9 ヶ月連続の増加、宿泊業、飲食サービス業

（32.1％増）は 11 ヶ月連続の増加、医療、福祉（26.4％増）は 22 ヶ月連続の増加、サービス業（6.8％減）は 11 ヶ

月ぶりの減少となり、サービス業を除く主要産業で増加となりました。 

 新規求職者数は前年同月比 7.6％の減と 6 ヶ月連続の減少となりました。 

 新規常用求職者について態様別で前年同月比でみると、在職求職者(3.6％減)は 6 ヶ月連続の減少となりま

した。また、離職求職者（9.1％減）も 6 月連続の減少、無業求職者（7.0％減）は再び減少となりました。 

 離職求職者の内訳では、事業主都合離職者(14.5％減)は 24 ヶ月連続で減少し、自己都合離職者(7.0％減)

は 6 ヶ月連続の減少となりました。 

政府の 11 月の月例経済報告では、景気の基調判断を、「東日本大震災の影響により依然として厳しい 

状況にあるなかで、緩やかに持ち直している。」とし 2 ヶ月連続で据え置きました。また、雇用情勢についても、

「持ち直しの動きもみられるものの、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい。」と前月の表現を踏襲して

います。 

 鹿児島県の雇用情勢は、新規求人数が増加傾向で推移しているものの、一部の産業による大幅な求人の

増加、緊急雇用対策事業求人の下支えが大きく、また、正社員求人の割合が低く、有効求職者数は平年と比

べると高水準で推移していることから、依然として厳しい状況が続いています。 

 また、急激な円高等による影響が懸念されるところであり、引き続き注視が必要と思われます。 

 鹿児島労働局では、厳しい雇用情勢に適切に対応するため、新成長戦略の「ステップ１（新成長戦略実現に

向けた 3 段構えの経済対策）」、「ステップ２（円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策）」及び「ステップ３

（厳しい経済環境下における雇用・労働施策の推進）」を着実に実行し、加えて先般可決成立した第3次補正予

算に盛り込まれた雇用対策を積極的に推進し、雇用維持や就職支援等に取り組み、今後とも一層効果的な行

政の展開に努めて参ります。 

（職業安定部職業安定課） 
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課題等対応のための平成２４年１月の主な動き、取組み 
 

 

１．厳しい雇用失業情勢への対応 
  ・引き続き、各種就職支援事業、求職者支援制度、各種助成金などの

活用による就職促進 
  ・引き続き、積極的な求人開拓の実施 
  ・引き続き、雇用調整助成金による雇用維持支援 
  ・円高等に伴う雇用状況への影響把握 
 
２．平成２４年３月新規学卒未内定者に対する支援等の取組み 
（１）高等学校卒業予定者 
  ・高校生のための就職面接会の開催 
   １月１９日（木）鹿児島地区（会場：鹿児島商工会議所ビル４Ｆ） 
   １月２０日（金）霧島地区 （会場：国分シビックセンター） 
   １月２４日（火）鹿屋地区 （会場：鹿屋市中央公民館） 
  ・上記面接会参加事業所の開拓の実施（求人開拓） 
  ・学卒ジョブサポーター（高卒等担当）による高等学校と連携した個

別相談会等の実施 
  ・トライアル雇用事業活用による一般求人から学卒求人への転用求人

と未内定者とのマッチング（１月から実施） 
（２）大学等卒業予定者 
  ・引き続き、新卒応援ハローワークでの模擬面接や就職活動に役立つ

セミナー等の実施 
  ・引き続き、学卒ジョブサポーター（大学等担当）による大学等での

定期的な出張相談の実施 
  ・トライアル雇用事業活用による一般求人から学卒求人への転用求人

と未内定者とのマッチング（１月から実施） 
 
３．労働災害防止対策の取り組み強化 
  労働災害の多発している建設業、運送業、食料品製造業及び保健衛生

業などに対し、集中的に一斉監督、集団指導や個別指導等の実施。 
 （建設業） 
  ・一斉監督の実施（１２月～１月） 
  ・２月の鹿児島県建設業無災害運動準備月間において労働災害防止対

策の集団指導実施（全体で２４ヶ箇所程度、労働基準監督署が実施） 
 （運送業） 
  ・２月３日陸上貨物運送事業者に対する労働関係等説明会の開催（労

働災害防止セミナー） 
 （多発している業種） 
  ・集中的な個別指導（各労働基準監督署が実施） 
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平成２４年度「均等・両立推進企業表彰」 

候補企業を公募します 

 

～ポジティブ・アクションを積極的に推進している企業、 

ファミリー・フレンドリーな企業を表彰、平成２４年１月１日から応募受け付け～ 

 

厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」（ポジティブ・

アクション）および「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み」について、他の模範となる取

り組みを推進している企業を公募し、表彰しています。 

なお、応募期間は、平成２４年１月１日から３月３１日まで（当日消印有効）です。 

【表彰の種類】 

１ 均等・両立推進企業表彰 

○厚生労働大臣最優良賞 

２ 均等推進企業部門 

○厚生労働大臣優良賞 ○鹿児島労働局長優良賞 ○鹿児島労働局長奨励賞 

３ ファミリー・フレンドリー企業部門 

○厚生労働大臣優良賞 ○鹿児島労働局長優良賞 ○鹿児島労働局長奨励賞 

 

【表彰の候補となる企業】 

１ 厚生労働大臣最優良賞 

過去に「均等推進企業部門」の大臣賞、または｢ファミリー・フレンドリー企業部門｣の大臣賞を受賞

し、受賞後更にその部門での取り組みが進んでいると認められ、もうひとつの部門についても積極的に

取り組み、成果をあげていること 

２ 均等推進企業部門 

例えば、○女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組（ポジティブ・アクション）を企業の

方針として示し、積極的にこれに取り組んでいることを公表していること、○ポジティブ・アクション

の取組のとして「採用拡大」、「職域拡大」「管理職登用」または｢職場環境・職場風土の改善｣に取り

組んでいること 等 

３ ファミリー・フレンドリー企業部門 

例えば、○育児・介護休業法を上回る育児・介護休業制度や所定労働時間の短縮などの措置を導入し、

よく利用されていること、○男性労働者について一定の育児休業取得実績があること 等 

 

【応募方法】 

応募用紙に必要事項を記入の上、鹿児島労働局雇用均等室あてに、郵送またはFAX でご応募ください。 

実施要領・応募用紙は、鹿児島労働局雇用均等室で配付するほか、厚生労働省ホームページ（http://www. 

mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html）からもダウンロードできます。 

※応募用紙は部門によって異なりますのでご注意ください。 

 

【その他】 

① 実施要領、表彰基準及び応募用紙は厚生労働省ホームページでご覧いただけます。 

② 受賞企業には平成２４年１０月に表彰状の授与等を行う予定です。 

 

（雇用均等室） 
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陸上貨物運送事業者に対する 

労働関係法令等説明会を開催します 
 
 
 鹿児島県内の平成 23 年 12 月の速報においては、道路貨物運送業の労働災

害は 143 件で、うち荷台等からの墜落・転落が 53 件、動作の反動・無理な動

作が 18 件、荷等のはさまれ・巻き込まれが 18 件と荷役作業等における労働

災害が多数発生しているほか、交通事故による労働災害も 13 件発生しており

ます。 
 鹿児島労働局では、関係事業者の労働災害防止を図るため、九州運輸局鹿

児島運輸支局と共催し、下記の通り労働関係法令等説明会を開催することと

しておりますので、お知らせします。 
 

記 
 
日時：平成 24 年 2 月 3 日 14 時～16 時 30 分 
場所：鹿児島県歴史資料センター黎明館 
   鹿児島県鹿児島市城山町 7 番 2 号 
※説明内容や申し込み等詳細は別添の通り 
 

（労働基準部健康安全課） 
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陸陸上上貨貨物物運運送送事事業業者者にに対対すするる  

労労働働関関係係法法令令等等説説明明会会案案内内 

  

   

● 鹿児島会場 
     日時 平成２４年２月３日（金） 
       １４：００～１６：３０ （１３時３０分開場） 

     会場 鹿児島県歴史資料センター黎明館（講堂） 
     鹿児島市城山町 7 番 2 号 

     定員 約２００名 
 

        

           

          

         

 

  

 

 

 

 
※ 駐車場に限りがありますので、当日はバス、タクシー等の公共交通機関をご利用ください。 

なお、車でお越しされ、同じ事業場から複数出席される場合はお乗り合わせの上、ご来場ください。 
 
 
 
 

陸上貨物運送事業者に対する労働関係法令等説明会案内参加申込書 
      申し込み締め切り 平成 24 年 1 月 31 日(火)まで 

 
鹿児島労働局労働基準部健康安全課 あて 

     健康安全課ファクシミリ番号：０９９－２２３－０５７５ 

     所 在 地 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町１３－２１  

      （電 話 番 号 ０９９－２２３－８２７９） 

 事業場名称   ℡
 

所 在 地 

〒 

 参加人員       名 
 代  表 

参加者名 
職名  氏名  

 参加費  

無料 

申込み 

（鹿児島労働局労働基準部健康安全課） 

九州運輸局鹿児島運輸支局 挨拶 

陸上貨物運送事業に係る労働災害防止 

対策について 

陸上貨物運送事業に係る労働基準関係 

法令について 

 

参加申込書にご記入の上、ＦＡＸ又は郵送により

お申し込みください。定員になり次第、締め切ら

せていただきます。 
 
※締め切り後申し込みいただいた方に対しては、

その旨ご連絡いたします。特に連絡がない場合

は、申し込みを受付ておりますので、説明会当日

ご参集下さい。 

会場・日時 

説明内容 

     主催 鹿児島労働局   共催 九州運輸局鹿児島運輸支局 

   （鹿児島労働局労働基準部監督課） 

鹿児島労働局 挨拶 

事故防止のための諸施策について（仮題） 

   （九州運輸局鹿児島支局 輸送監査部門） 

会場周辺図 

黎明館


